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今
年
４
月
か
ら
第
３
期
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
（
平
成
30
年
度
～
3５
年
度
）
が
ス
タ
ー

ト
す
る
。
厚
生
労
働
省
は
、
昨
年
８
月
に
新
た
な
「
標
準
的
な
健
診
・
保
健
指
導
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
の
施
行
に
向
け
、
実
施
基
準
の
改
正
省
令
な
ど
を
公
布
。
昨
年
１0
月
に
は
最
終
案
を
と

り
ま
と
め
、
近
く
「
確
定
版
」
が
公
表
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
第
３
期
の
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
、
当
協
会

の
統
括
産
業
保
健
部
長
の
小
原
甲
一
郎
医
師
と
健
康
創
造
室
相
談
課
担
当
部
長
の
高
橋
美
世

保
健
師
に
、
主
な
改
正
ポ
イ
ン
ト
と
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。�

（
編
集
部
）

た
保
健
指
導
を
求
め
、
実
施
率

の
向
上
を
め
ざ
し
て
い
る
。

現
行
の
腹
囲
基
準
を
維
持

　

現
在
行
っ
て
い
る
健
診
項
目

は
原
則
と
し
て
第
３
期
で
も
継

続
さ
れ
る
。
簡
便
な
方
法
で
一

定
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
確
認
さ
れ

た
「
腹
囲
」
を
選
定
基
準
（
男

性 

85
㎝
以
上
、
女
性 

90
㎝
以

上
、
ま
た
は
Ｂ
Ｍ
Ｉ
25
以
上
）

と
し
て
引
き
続
き
用
い
る
な
ど

で
あ
る
。

　

こ
の
選
定
基
準
に
、
リ
ス
ク

要
因（
血
圧
高
値
、脂
質
異
常
、

血
糖
高
値
、
喫
煙
）
を
加
え
、

併
せ
判
定
し
、
特
定
保
健
指
導

対
象
者
を
選
定
、
保
健
指
導
レ

ベ
ル
を
分
類
す
る
「
保
健
指
導

対
象
者
の
選
定
と
階
層
化
」
の

流
れ
も
継
続
さ
れ
た
。

特
定
健
診
項
目
の
見
直
し

　

基
本
的
な
健
診
項
目
の
変
更

点
に
は
血
中
脂
質
検
査
と
血
糖

検
査
が
あ
る
。

　

脂
質
検
査
で
中
性
脂
肪
が
４

　

内
臓
脂
肪
型
肥
満
（
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）
に
着
目

し
た
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指

導
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
平
成

20
年
だ
っ
た
。
こ
れ
を
実
施
す

る
こ
と
に
よ
り
生
活
習
慣
病
予

防
と
医
療
費
適
正
化
を
目
的
と

し
て
お
り
、
本
年
４
月
（
平
成

30
年
度
～
35
年
度
）
か
ら
第
３

期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
ま
で
の
実
施
状
況
は
表
１
の

通
り
だ
が
、
第
３
期
の
実
施
率

の
目
標
も
第
２
期
の
目
標
値
を

そ
の
ま
ま
維
持
し
、
そ
の
実
施

率
の
向
上
を
目
指
し
、
特
定
健

診
70
％
以
上
、
特
定
保
健
指
導

45
％
以
上
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
保
険
者
に
よ
る
特
定
健

診
・
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る

検
討
会
の
検
証
で
は
、
積
極
的

支
援
を
中
心
に
一
定
の
検
査
値

改
善
や
医
療
費
適
正
化
の
効
果

が
あ
り
、
そ
の
効
果
が
複
数
年

継
続
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
第
３
期
で
は
特
定

保
健
指
導
の
運
用
を
大
幅
に
弾

力
化
し
、
現
場
で
創
意
工
夫
し

０
０
㎎
／
竕
以
上
や
、
食
後
採

血
の
場
合
、「
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス

テ
ロ
ー
ル
」
の
代
わ
り
に
「
Ｎ

ｏ
ｎ‒

Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
」（
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
か

ら
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を

除
い
た
も
の
）
を
用
い
て
も
よ

い
と
し
た
。

　

ま
た
血
糖
検
査
で
は
、
原
則

「
空
腹
時
血
糖
」
ま
た
は
「
ヘ

モ
グ
ロ
ビ
ン
Ａ
１
ｃ
」
を
測
定

す
る
こ
と
と
し
、
や
む
を
得
な

い
場
合
は
、
食
後
（
３
・
５
時

間
未
満
）を
除
き
、「
随
時
血
糖
」

も
可
と
し
た
。

　

医
師
の
判
断
で
実
施
す
る
詳

細
な
健
診
項
目
で
は
、
糖
尿
病

性
腎
症
の
重
症
化
を
早
期
に

チ
ェ
ッ
ク
す
る
観
点
か
ら
、
血

清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
を
新
た
に
追

加
し
、
ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
（
推
算
糸
球

体
ろ
過
量
）
で
腎
機
能
を
評
価

す
る
。
さ
ら
に
心
電
図
検
査
と

眼
底
検
査
の
選
定
基
準
が
変
わ

る
こ
と
に
な
っ
た
（
表
２
）。

特
定
保
健
指
導
の 

見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト

　

第
３
期
特
定
保
健
指
導
の
見

直
し
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

①
実
績
評
価
の
時
期
に
つ
い
て

は
、
積
極
的
支
援
の
対
象
者
に

対
し
て
、
改
善
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
現
行
の
６
ヵ
月
後
を

３
ヵ
月
後
に
評
価
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。

②
保
険
者
と
委
託
先
と
の
間
で

適
切
に
情
報
が
共
有
さ
れ
、
保

険
者
が
対
象
者
に
対
す
る
保
健

指
導
全
体
の
総
括
・
管
理
を
行

う
場
合
は
、
初
回
面
接
と
実
績

評
価
が
同
一
機
関
で
あ
る
こ
と

を
要
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

③
健
診
受
診
当
日
に
初
回
面
接

を
行
う
こ
と
は
、
健
康
意
識
が

高
ま
っ
て
い
る
時
に
働
き
か
け

る
こ
と
が
で
き
、
受
診
者
に

と
っ
て
も
利
便
性
が
よ
い
。

　

ま
た
実
施
率
の
向
上
に
も
つ

な
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と

い
う
理
由
で
、
腹
囲
・
体
重
、

血
圧
、喫
煙
歴
等
の
状
況
か
ら
、

対
象
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は

初
回
面
接
を
行
い
、
行
動
計
画

を
暫
定
的
に
作
成
す
る
。

　

後
日
、
す
べ
て
の
健
診
結
果

を
も
と
に
、
医
師
が
総
合
的
な

判
断
を
行
い
、
専
門
職
が
電
話

な
ど
を
用
い
て
行
動
計
画
を
完

成
す
る
方
法
が
可
と
さ
れ
た
。

④
２
年
連
続
し
て
積
極
的
支
援

に
該
当
し
た
者
に
対
し
て
は
、

１
年
目
に
比
べ
て
２
年
目
の
状

態
が
改
善
し
て
い
れ
ば
、
２
年

目
の
特
定
保
健
指
導
は
、
動
機

付
け
支
援
相
当
で
可
と
な
っ
た
。

⑤
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
を
活

用
し
た
初
回
面
接（
遠
隔
面
接
）

を
導
入
し
や
す
く
す
る
た
め

に
、
国
へ
の
実
施
計
画
の
事
前

の
届
出
を
廃
止
。

　

30
年
度
か
ら
は
保
険
者
に
よ

る
特
定
健
診
・
保
健
指
導
の
実

施
状
況
に
関
す
る
報
告
の
中
に

遠
隔
面
接
を
位
置
づ
け
、
簡
便

に
実
施
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

第
５
回 

か
な
が
わ
健
康
支
援
セ
ミ
ナ
ー

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
で
働
く
人
の
心
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
方
法

�

　「
林
香
寺
」
住
職
・
精
神
科
医
　
川
野
　
泰
周

神
奈
川
学
校
保
健
研
究
会

学
校
事
故
︱
養
護
教
諭
の
法
的
責
任
と
は
︱

�

　
国
士
舘
大
学
法
学
部
教
授
　
　
入
澤
　
　
充

「
保
健
室
」 

茅
ヶ
崎
市
立
第
一
中
学
校
　
　
吉
田
沙
緒
里

第
13
回
が
ん
克
服
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

今
日
か
ら
使
え
る
が
ん
情
報
︱
自
分
と
家
族
の
た
め
に
︱

わ
く
わ
く
健
康
講
座

　
　
　「
色
を
食
べ
て
き
れ
い
に
な
る
」
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当
協
会
の
特
定
保
健
指
導

　

当
協
会
で
は
特
定
保
健
指
導

が
開
始
さ
れ
た
平
成
20
年
度
か

ら
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
機
関
と

し
て
体
制
を
整
備
し
、
実
施
し

て
い
る
。
翌
21
年
に
は
保
健
指

導
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
管
理
シ
ス

テ
ム
を
導
入
し
た
。
特
定
保
健

指
導
を
含
め
た
包
括
的
な
保
健

指
導
の
標
準
化
に
取
り
組
み
、

毎
年
、
自
主
監
査
を
行
う
な
ど

サ
ー
ビ
ス
の
品
質
維
持
と
改
善

に
努
め
て
い
る
。

　

第
３
期
の
特
定
保
健
指
導
を

進
め
る
に
あ
た
り
、
高
橋
美
世

保
健
師
は
、「
質
の
高
い
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
保
健
指

導
サ
ー
ビ
ス
品
質
管
理
シ
ス
テ

ム
の
運
用
に
長
年
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。
第
３
期
特
定
保
健

指
導
で
は
弾
力
的
な
運
用
が
う

た
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
対
象
者

満
足
度
が
高
く
、
効
果
の
あ
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
継
続
し
、
蓄
積

さ
れ
た
、
質
の
高
い
保
健
指
導

を
、
私
た
ち
は
従
来
ど
お
り
実

施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
」
と

話
す
。

新「標準プログラム」が４月からスタート

表：厚生労働省「第132回市町村職員を対象とするセミナー」資料（2017.10.19）より

表2　第3期からの見直しのポイント（特定健康診査）
①�血中脂質検査：定期健康診断等で、中性脂肪が400mg/dl以上や食後採血で、LDLコ
レステロールの代わりにNon-HDLコレステロールを用いて評価した場合でも、血中
脂質検査を実施したとみなす。

②�血糖検査：やむを得ず空腹時以外でヘモグロビンA1cを測定しない場合は、食直後を
除き随時血糖による血糖検査を可とする。

③�糖尿病性腎症の重症化予防を推進するため、血清クレアチニン検査を詳細な健診の項
目に追加し、eGFRで腎機能を評価する。対象者は医師が必要と認める者。

④�心電図検査：当該年の特定健康診査の結果等で医師が必要と認める者に実施。
⑤�眼底検査：原則として当該年の特定健康診査の結果等で医師が必要と認める者に実施。
⑥�歯科口腔の保健指導や受診勧奨の端緒となるよう、質問票に「食事をかんで食べる時
の状態」に関する質問を追加。

表3　第3期からの見直しのポイント（特定保健指導）
①�特定保健指導の実績評価時期：現行6カ月後→3カ月後でも可とする
②�初回面接と実績評価の同一機関要件の廃止
③�健診当日に結果が揃わなくても、初回面接の分割実施を可能とする
　　※1��腹囲・体重、血圧、質問票の結果等から、当日に対象者の保健指導に着手。後

日、全ての健診結果を踏まえ、電話等で行動計画を完成する方法を可とする。
　　※2��健診当日の着手により、受診者の利便性も向上。産業医・産業保健師との連携

も進む
④��2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目に比べて2年目の状態が改善※してい
れば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当で可

　　※�BMI30未満：腹囲1㎝以上かつ体重1㌔以上、BMI30以上：腹囲2㎝以上かつ体重2
㌔以上

⑤�積極的支援の対象者への柔軟な運用でのモデル実施の導入。
　保健指導の投入量ではなく、3カ月後に改善※しているかどうかで評価・報告
　　※�腹囲2㎝以上かつ体重2㌔以上（体重に0.024を乗じた体重以上、かつ同値の腹囲

以上）
⑥通信技術を活用した初回面接（遠隔面接）の事前届出を廃止（2017年度~）
　　※�テレビ電話・タブレット等での初回面接は現在も可能。導入実績あり。更に導入

を促進。

表1　特定健診･特定保健指導の実施状況
●�特定健診・保健指導の実施率は、施行（平成20年度）から9年経過し、着実に向上し
ているが、目標（特定健診70%以上保健指導45%以上）とは依然かい離があり、更な
る実施率の向上に向けた取り組みが必要。

●��保険者全体の第3期計画期間（H30~35年度）の実施率の目標については、実施率の向
上に向けての取り組みを引き続き進めていくため、第2期の目標値（特定健診70%以上、
保健指導45%以上）を維持する。

＜特 定 健 診＞ 受診者数2,019万人（Ｈ20年度）→2,706万人（Ｈ27年度）毎年100万人増
実施率 38.9％ （Ｈ20年度）→ 50.1％ （Ｈ27年度）

＜特定保健指導＞ 終了者数 30.8万人（Ｈ20年度）→ 79.3万人（Ｈ27年度）
実施率 7.7％ （Ｈ20年度）→ 17.5％ （Ｈ27年度）

特定健診・特定保健指導はどう変わる？特定健診・特定保健指導はどう変わる？


